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①水道分野のスマートメーターの導入状況
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水道事業の現状

簡易水道事業※2上水道事業※1

2,3761,299

出典：令和4年度水道統計
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給水人口別の水道事業数と平均職員数（令和４年度）

※１ 上水道事業：給水人口が５，０００人超の水道事業

※２ 簡易水道事業：給水人口が５、０００人以下の水道事業

〇耐震化率は、浄水施設で約43％、送水管で約47％、
重要施設に接続する水道管路で約39％(令和5年度末）

〇管路経年化率※は23.6％まで上昇（令和４年度）
※管路経年化率＝法定耐用年数を超えた管路延長／管路総延長×100

○水道事業は、原則として市町村が経営。水道事業者の規模は、大小様々。
○水道事業は、人口減少に伴う料金収入減、職員の減少、耐震化の遅れ・水道施設の老朽化など、

様々な課題に直面。
○水道は国民生活に不可欠なインフラであり、持続可能で強靭な水道システムを構築していく必要。
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水道分野のスマートメーターとは

○スマートメーターとは

スマートメーターは、通信機能を備えており、各住居を訪問せずに検針データを把握可能。
人口減少社会において労働力の確保が課題とされる中、スマートメーターは、水道料金の検針業
務の効率化、漏水箇所の早期発見、施設規模の最適化、データの見える化等、水道事業の管理
にとって様々な効果が期待。

スマート水道メーター

検針
データ

スマートメーター
システム

○スマートメーターによる検針

水道事業体

スマートメーターによる検針

一般的なスマートメーター

電子式水道メーター 無線通信機

導
入

水道メーター

検針員による検針

検針員

目視確認 遠隔通信

電子式水道メーター(羽根車・電磁）

電子式水道メーター 隔測表示機

○水道メーターの計測方式

（参考）一体型スマートメーター

計測部と通信
部が完全に一体
化されており、通
信機との接続不
要

無線通信
機と接続
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出典：規制改革推進会議第一回スタートアップ・

イノベーション促進WG(R7.2.7) 日本水道協会資料



水道分野のスマートメーターの普及状況

R５年度末時点でスマートメーターを導入している水道事業者は132事業体、導入台数は約10万台。
※R４年度末との対比すると事業者数は約2倍、導入台数は約3倍（R４末：59事業者、約3.3万台）

静岡県

湖西市、焼津市、牧之原市

長野県

白馬村、東御市、立科町
木島平村水道事業、松川町
安雲野市、佐久水道企業団
松本市(松本地区・梓川地区・四賀地区）
信濃町

石川県

輪島市、かほく市
津幡町、羽咋市

愛知県

豊橋市、刈谷市、安城市、常滑市
田原市、蒲郡市、豊田市、春日井市大阪府

大阪市

北海道

紋別市、留萌市、音更市
余市町、伊達市、本別町
安平町、浦河町、増毛町
千歳市、芽室町、栗山町
長幌上水道企業団、北広島市

宮城県

名取市、塩籠市、大和町
蔵王町

佐賀県

唐津市、伊万里市

愛媛県

今治市、愛南町
砥部町、大洲市
内子町

兵庫県

姫路市、赤穂市、川西市
伊丹市、西播磨水道企業団
宍粟市、加東市

茨城県

常陸大宮市、神栖市、日立市、ひたちなか市、古河市
境町、河内町、小美玉市、鉾田市

広島県

広島県水道広域連合企業団(三次市・大崎上島町)
広島市

群馬県

甘楽町
安中市
嬬恋村

和歌山県

白浜町、湯浅町

栃木県

大田原市

岡山県

新見市、里庄町
備前市、奈義町

福岡県

北九州市(水道事業・用水供給事業）
春日那珂川水道企業団

青森県

鶴田町

秋田県

小坂市、大仙市

山梨県

富士河口湖町、甲州市

福井県

福井市

埼玉県

日高市、深谷市、久喜市、神川町

長崎県

長崎市、諫早市、雲仙市

三重県

四日市市、尾鷲市
亀山市、菰野町
東員町、明和町
大台町

○令和5年度末時点の導入自治体（132事業体）
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岩手県

久慈市
福島県

矢吹町、喜多方市
西会津町

東京都

東京都、昭島市

沖縄県

宮古島市、本部町
南部水道企業団水道事業

鹿児島県

南大隅町

熊本県

山鹿町

宮崎県

串間市、新富町

大分県

別府市

山口県

下松市

奈良県

吉野町

京都府

八幡市、南丹市、大山崎町

神奈川県

山北町

千葉県

東庄町(第１・第２)

新潟県

十日町村

富山県

高岡市
富山市
砺波市

岐阜県

高山市
下呂市
本巣市



②国土交通省の取組
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上下水道DX推進事業

上下水道DX推進事業（上下水道一体効率化・基盤強化推進事業費の１メニュー）
対象事業： IoT技術などの新技術（以下「新技術」という。）を用いた業務の効率化や付加価値の高い上下水道サー
ビスの実現を図る施設整備を行う事業
補助対象範囲：新技術を活用した業務の効率化や付加価値の高い上下水道サービスの実現を図る事業で新技術を
活用した上下水道の設備と、あわせて整備する施設の整備に要する経費
補助率：① 水道、下水道のいずれにも活用する新技術を導入する場合 １／２、 ② 水道 １／３

事業概要

水道事業者

・流量や水位、漏水事故な
どリアルタイムに状況を把握
・水道メーターの自動検針

○事業採用（例）

6

新技術による効率化や付加価値の高い上下水道サービスの実現を図る施設整備を補助。
スマートメーターは漏水の早期発見といった業務の効率化や見守りサービスを対象。
水道分野のスマートメーターに関しては、令和元年度から令和７年度までに10件が採択。



上下水道DX推進事業（東京都水道局）

令和４～６年度の３年間で、都内に約13万個の水道スマートメータを設置。
2030年代の全戸導入を目指し、令和７～10年度の４年間で国内最大規模となる約100万個を設置。
これに合わせ、コスト削減や取得データの新たな活用例を創出するとともに、各種規格の標準化を図る。
得られた知見を全国に発信することで、全国の水道事業体におけるスマートメータの普及拡大に貢献。

7
出典：国土交通省HP（上下水道DX推進事業令和７年度採択資料）



上下水道DX推進事業（静岡県湖西市）

水需要の減少や多様化する市民のライフスタイルを踏まえ、需要特性に合わせた料金体系の検討。
検針データを活用した時間帯別料金体系の構築を目指し、2027年度までに市内全域に導入を図る。
検針業務の効率化の他、用途別・口径別等の需要特性の把握を行い、インセンティブ効果による配水
量のピークシフトや、それによる設備更新のダウンサイジング、動力費削減等が期待。

8
出典：国土交通省HP（上下水道DX推進事業令和５年度採択資料）



上下水道DX事業（愛知県豊橋市）

電力・ガスの事業者と連携し、水道・電気・ガスの共同検針を導入することにより、検針業務を効率化。
取得データは、使用者への使用水量や水道料金等の見える化サービス提供や漏水発見で活用。
自動検針により検針員による現地確認が不要となり、業務が効率化。
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出典：国土交通省HP（上下水道DX推進事業令和元年度採択資料）



上下水道DX推進事業（石川県輪島市）

輪島市上下水道局では、平成30年１月、寒波により給水管が凍結し大規模断水が発生。
空き家確認に時間を要したため、一部地区へスマートメーター導入（共同検針）。
検針業務や、異常水量発生時の対応時間が短縮、検針の人為的ミスを解消。
令和５年１月の寒波における大規模漏水時に漏水箇所を特定及び止水等の対応。
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出典：国土交通省HP（上下水道DX推進事業令和２年度採択資料）



上下水道DX推進事業（北海道留萌市）

留萌市は令和４年度に供用開始した市内幌糠地区に水道スマートメーターを17個を設置。
当該事業を通じて、検針業務が効率化されたほか、漏水の早期発見などの効果が見られた。

11
出典：国土交通省HP（上下水道DX推進事業令和４年度採択資料）



上下水道DX推進事業（新富町）

新富町は検針員の高齢化や担い手不足による検針員の頻繁な変更や引き継ぎが発生しており、メー
ターの位置が不明な個所となるなどの課題が発生。
集合住宅へ導入したスマートメーターにより、需要家への漏水情報提供や、不明水、無届退去の早期
把握などの、開閉栓作業へ活用。
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出典：国土交通省HP（上下水道DX推進事業令和５年度採択資料）



上下水道DX推進事業（宮城県名取市）

名取市は、検針時の誤針や対人トラブル、空き家の寒波漏水の発生の遅れ、高齢者の一人暮らし世
帯が増などが課題。
スマートメーターにより検針業務の効率化や、見守りサービスによる安否確認を可能とする。
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出典：国土交通省HP（上下水道DX推進事業令和７年度採択資料）



上下水道DX推進事業（長野県白馬村）

白馬村は冬季の検針ができないため、暫定付加しており、業務や漏水発見に遅れ。
ドライブバイによる無線検針を行い、算定付加による事務の軽減、誤針の削減等効率化を目指す。
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出典：国土交通省HP（上下水道DX推進事業令和７年度採択資料）



上下水道DX推進事業（長野県飯綱町）

飯綱町では、少子高齢化に伴う人口減少による水需要の減少により収益が減少、管路の老朽化に伴
う漏水の増加による有収率の低下が課題
町内全域へのスマートメーター導入による宅内漏水の早期発見による有収率の向上、単身世帯・高

齢世帯の安否確認、検針員不足やヒューマンエラー解消に活用
配水管にスマートメーター流量計を設置し、配水管漏水の早期発見や老朽管長寿命化等に活用

15
出典：国土交通省HP（上下水道DX推進事業令和７年度採択資料）



上下水道DX推進事業（愛知県半田町）

半田市では、検針業務の人員不足や経費削減、誤検針や難検針の解消 ・漏水の早期発見等が課題
スマートメーターを活用し、市福祉部と連携した要支援者等の見守り体制の確立、独居老人等の希望
する住宅のスマートメーター化による見守りの強化、集中検針を実施している中高層住宅等の設備更
新費用の削減 、水量の見える化 などによりお客様サービスの向上を目指す。
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出典：国土交通省HP（上下水道DX推進事業令和７年度採択資料）



水道情報活用システムについて
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【現状システム】
水道事業において通常利用されている当該水道事業者等・水道施設別に構築されたものとなっているシステム間のデータ流

通性は高くなく、データ利用は各システム内で完結しており、データ利活用も限定的な状況である（ベンダロックイン）。

【水道情報活用システム】
水道情報活用システムは、データ流通仕様等が統一され、セキュリティが担保されたクラウドを活用したシステムであり、

主な利点は以下の通りである。共同利用することにより、更なる効率化を図ることも可能である。
・ベンダロックイン解除：水道施設の運転監視データや施設情報等の各種データは、異なるシステム間・ベンダ間のアプリ

ケーションにおいてもプラットフォームを介して横断的に活用が可能である。
・コ ス ト の 低 減：アプリケーションやデバイス等が汎用化されることから、コストの低減が可能である。

水道情報活用システムの標準仕様書を策定し、データ仕様を標準化



現場の担い手不足が加速し、老朽化する施設の維持更新需
要の増大に対応できない状況が全国で進展。
能登半島地震においても、耐震化の遅れ等により上下水道
インフラの復旧が遅れ、生活再建に支障。
各自治体においては、長年にわたり工夫が重ねられた結果、
業務実施やデータ管理等の手法が様々に発達。
上下水道インフラ・サービスを維持するためには、デジタル技術
を活用しながら、優れた成果の出ている業務実施手法等を
具体化し、水平展開を図ることが必要。

現状・課題

上下水道ＤＸ推進検討会

上下水道の管理業務・データといった「ソフト」の共通化・標準
化を進めることにより、システム・施設といった「ハード」の連携や統
合を含む広域化につなげる取組を上下水道一体で官民が
協調して推進。
それにより、現場の担い手不足を補い、施設の維持管理・更新
の効率的・効果的な実施が可能となることで、災害発生時を
含めて上下水道サービスが持続的に提供される社会を実現。

目指すべき姿

検討テーマ
主なアウトプット（イメージ）主な検討内容テーマ

DX技術の活用手引き（導入プロセス、運用方法）優れた業務事例の分析・共通化・横展開（漏水調査
等）１．業務の共通化

情報管理の標準化等の促進策情報管理のあり方、ガイドライン・標準仕様の課題２．情報管理の標準化
DX技術カタログの公表DX技術カタログの策定、自治体－企業の連携促進３．DX技術実装
政策ダッシュボードの公表経営状況、耐震化等の情報の見える化、KPI設定４．現状可視化

上下水道DX推進検討会
<学識者> 山村 寛教授（中央大学理工学部）（座長）、浦上拓也教授（近畿大学経営学部）
<地方公共団体>盛岡市、会津若松市、小山市、川崎市、石川県、青木村、湖西市、豊田市、京都市、奈良県、

広島県水道広域連合企業団、土佐町、北九州市、福岡市、大分県
<関係団体>（公益社団法人）日本水道協会、（公益社団法人）日本下水道協会
<事務局> 国土交通省（とりまとめ）、デジタル行財政改革会議事務局、総務省、農林水産省、経済産業省
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上下水道DX推進に向けたロードマップ及びKPI

令和９年度令和８年度令和７年度令和６年度

業務の共通化

情報整備・管理の標準化

ＤＸ技術の普及促進

現状可視化

〇上下水道DX推進に向けたKPI（令和９年までの中間目標）

手引き検討 その他の業務について継続検討

水道版 政策ダッシュボード
検討

下水道版政策ダッシュボード検討※１

目標値検討

カタログ HPでの公募等、内容更新（１回/年程度）

水道版政策ダッシュボードに関する調査

手引公表

災害時の必要情報整理、統一的な用語等の整備、標準仕様書改定

〇上下水道DX推進に向けたロードマップ

令和９年度現状（令和７年４月)KPI

１００％３４％
水道事業者※２（全国約1,400事業者）のうち、メンテナンスに関する上下水道DX技術の導
入率※３

１００％２１％
下水道事業を実施している自治体（全国約1,500自治体）のうち、メンテナンスに関する上下
水道DX技術の導入率※３

１００％６７％
水道事業者※２（全国約1,400事業者）のうち、全ての管路情報を電子媒体で管理している
割合（紙ゼロ※４）

１００％７１％
下水道事業を実施している自治体（全国約1,500自治体）のうち、全ての管路情報を電子媒
体で管理している割合（紙ゼロ※４）

共通プラットフォームの利用促進【上下水道で導入倍増を目指す】

目標公表 仕様書等公表

カタログ公表

ダッシュボード公表

※１ 下水道版政策ダッシュボードの公表時期は、作業工程整理の上決定する

※３ メンテナンス（上下水道施設の維持管理等）に関する上下水道DX技術の導入とは、DX技術が標準的なツールとして活用されている状態とする。
ただし、DX技術により得た情報を活用し、長期的なメンテナンス計画を立案するなどの活用も含まれる。

※４ 中間目標としては、維持管理情報を含まれることや、GIS（地理情報システム）によるものが望ましいが、これらの対応が困難な場合は、文字判別可能な汎用
的なファイル形式で電子化されたものを含む

※２ 水道事業者とは、上水道事業及び水道用水供給事業とし、簡易水道事業は含まない。



上下水道DXカタログについて

上下水道施設のメンテナンスの高度化・効率化に資する「点検調査」、「劣化予測」、「施設情報の管理・
活用」等に活用できるDX技術（計１１９技術※）を掲載（R7.3.28 国土交通省HPで公開）
※水道：７３技術、下水道：９１技術(上下水道どちらにも活用できる技術があるため合計は一致しない）

今年１０月には、カタログに掲載する技術を４５件追加し、内容を充実
カタログを活用し、全国の上下水道が今後３年程度でDX技術を標準実装できるよう取組を実施

〇DXカタログにおける水道分野のスマートメーターの掲載（例）
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新しい地方経済・生活環境創生交付金

令和6年度補正予算において、「新しい地方経済・生活環境創生交付金」が創設され、令和5年度補正
予算で創設されたデジタル田園都市国家構想交付金の地域産業構造転換インフラ整備推進交付金は
「地域産業構造転換インフラ整備推進型」として移行。
デジタル実装型においては、水道スマートメーターや衛星を活用した漏水調査等に対して支援が可能。

21



第２回 上下水道政策の基本的なあり方検討会

強靱で持続的な上下水道を実現するためには、共通点や相違点を踏まえ、水道・下水道の連携に加え
上下水道以外の分野との連携を図りつつ、様々な社会的要請に適切に対応し、進化していく必要。
今後の上下水道政策の基本的なあり方について検討を行うことを目的とし「上下水道政策の基本的な
あり方検討会」（委員長：滝沢智東京大学大学院工学系研究科教授）を設置。

22



③国土交通省以外の取組
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スマートメーターの全戸導入を目指す水道事業者

先進的な水道事業者において、スマートメーターを全戸に導入する計画を策定。

●大阪市
2030年代の全戸導入を目指す

●横浜市
令和７年より共同検針を試行（導入時期未定）

●東京都
2030年代までに約780万件全戸への導入予定

●湖西市
2027年度までに市内全域に導入を図る

24出典：市長定例記者会見（令和6年12月20日）資料出典：大阪市水道スマートメーター導入拡大ビジョン（令和３年３月）

出典：水道スマートメータ先行実装プロジェクト推進プラン（令和４年６月） 出典：国土交通省HP（上下水道DX推進事業令和５年度採択資料）



New-Smartプロジェクトについて

25

（公財）水道技術研究センターでは、水道のスマート化が水道事業の課題解決等に貢献
するものと考え、その取組の一環として、平成29年からスマート水道メーターの導入・促
進に向けた研究「A-Smartプロジェクト」を産官学連携で推進
令和５年度より「New-Smartプロジェクト」として、スマート水道メーターの普及・促進を加
速させるためプロジェクトを発足

New-Smartプロジェクトで水道分野のスマートメーターの機器調達標準仕様を検討



WG委員の実施する水道データ利活用の事例

26

●東京都（スマートフォンを活用した見守りサービス）

出典：規制改革推進会議スタートアップ・イノベーション促進WG資料

出典：東京都水道局 水道スマートメータ実装方針（令和７年３月）

●湖西市（フレイル検知）

東京都、湖西市等が先進的な水量データの利活用の取組を実施中



④水道の使用情報の提供等に関する個人情
報について
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水道の使用情報の提供等に関する個人情報の取扱い

令和５年４月以降、地方公共団体の機関の個人情報の取扱いについては「個人情報の保護に関す
る法律」の改正法により規定
令和５年３月に「水道の使用情報の提供等に関する個人情報の取扱いについて」事務連絡を発出

【通知の内容】
• 水道の使用情報に含まれる個人情報の取扱いについて、水道事業者が地方公共団体である場合

は、その地方公共団体の機関には法の主に第５章の規定が適用
• 個人情報の利用又は提供については、法第61 条第１項及び第69 条第１項に規定するとおり、法令

（条例を含む。）に定める所掌事務又は業務を遂行するために必要な限度で特定された利用目的
の範囲内であれば、行うことが可能

• 利用目的以外の目的のための臨時的な利用又は提供については、法令に基づく場合や法第69 条
第２項各号の規定に該当する場合は行うことが可能。

• 法第69 条第２項ただし書に規定するとおり、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれ
があると認められるときは、利用目的以外の目的で利用又は提供することはできない

• 水道事業者が地方公共団体以外の者である場合は、法の主に第４章の規定が適用

参考資料として、以下についても周知
○個人情報の保護に関する法律
○行政機関等に係るガイドライン等（個人情報保護法第５章等関係）
○個人情報取扱事業者等に係るガイドライン・Ｑ＆Ａ等（個人情報保護法総則規定、第４章等関係）

28



個人情報保護法（第６１条）

29

（個人情報の保有の制限等）
第六十一条 行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令（条例を含む。第六

十六条第二項第三号及び第四号、第六十九条第二項第二号及び第三号並びに第四節
において同じ。）の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、そ
の利用目的をできる限り特定しなければならない。

２ 行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、
個人情報を保有してはならない。

３ 行政機関等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有
すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

（利用目的の明示）
第六十二条 行政機関等は、本人から直接書面（電磁的記録を含む。）に記録された当該
本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その
利用目的を明示しなければならない。

一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他

の権利利益を害するおそれがあるとき。
三 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体

又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るとき。

四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。



個人情報保護法（第６９条）
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（利用及び提供の制限）
第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人

情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有
個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者
の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で

利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報

を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂
行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相
当の理由があるとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提
供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情
報を提供することについて特別の理由があるとき。

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるもので
はない。

４ 行政機関の長等は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情
報の利用目的以外の目的のための行政機関等の内部における利用を特定の部局若しくは機関又は
職員に限るものとする


